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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを第１の記録媒体に記録し、前記記録されたコンテンツを他の第２の記録媒
体に移動させる記録方法において、
　コンテンツを前記第１の記録媒体に記録するとき、
　当該コンテンツを移動元である前記第１の記録媒体と移動先である前記第２の記録媒体
との双方に存在することを規格上許容される大きさに分割してファイルに分けて記録し、
　コンテンツを前記第１の記録媒体に記録し、所定の時間差をもって再生する場合は、前
記第１の記録媒体に記録したファイルに含まれるコンテンツを読み出す位置又は当該ファ
イルへコンテンツを書き込む位置を示すファイルポインタの位置により当該ファイルから
のコンテンツの読み出しを行うか、当該ファイルへのコンテンツの書き込みを行うかを選
択することを特徴とする記録方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された記録方法において、
　前記分割されたコンテンツの大きさが前記記録されたコンテンツを再生したときに６０
秒以内であることを特徴とする記録方法。
【請求項３】
　記録されたコンテンツを他の記録媒体に移動させる記録装置において、
　コンテンツを記録する記録部と、
　前記記録部に記録されたコンテンツを読み出す位置又は前記記録部にコンテンツを書き
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込む位置を示すファイルポインタと、
　前記記録部への記録を制御する制御部とを備え、
　前記制御部はコンテンツを前記記録部に記録する場合は、当該コンテンツを移動元であ
る前記記録部と移動先である他の記録媒体との双方に存在することを規格上許容される大
きさに分割してファイルに分けて前記記録部に記録し、
　コンテンツを前記記録部に記録し、所定の時間差をもって再生する場合は、前記ファイ
ル内を移動する前記ファイルポインタの位置により前記記録部からコンテンツを読み出す
か、又は前記記録部へコンテンツを書き込むかを選択することを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　記録されたコンテンツを他の記録媒体に移動させる受信装置において、
　放送を受信するチューナと、
　前記チューナからの信号を復調する復調器と、
　前記復調器により復調された信号から任意のコンテンツを取り出すデマルチプレクサと
、
　前記デマルチプレクサにより取り出されたコンテンツを記録する記録部と、
　前記記録部に記録されたコンテンツを読み出す位置又は前記記録部にコンテンツを書き
込む位置を示すファイルポインタと、
　前記記録部への記録を制御する制御部とを備え、
　前記制御部はコンテンツを前記記録部に記録する場合は、当該コンテンツを移動元であ
る前記記録部と移動先である他の記録媒体との双方に存在することを規格上許容される大
きさに分割してファイルに分けて前記記録部に記録し、
　コンテンツを前記記録部に記録し、所定の時間差をもって再生する場合は、前記ファイ
ル内を移動する前記ファイルポインタの位置により前記記録部からコンテンツを読み出す
か、又は前記記録部へコンテンツを書き込むかを選択することを特徴とする受信装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の記録装置又は請求項４に記載の受信装置において、
　前記分割されたコンテンツの大きさが前記コンテンツを再生したときに６０秒以内であ
る大きさであることを特徴とする記録装置又は受信装置。
【請求項６】
　記録されたコンテンツを他の記録媒体に移動させる記録装置において、
　コンテンツを移動元である前記記録装置と移動先である他の記録媒体との双方に存在す
ることを規格上許容される大きさに分割してファイルに分けて記録する記録部と、
　前記記録部に記録されたファイルに含まれるコンテンツを読み出す位置又は当該ファイ
ルにコンテンツを書き込む位置を示すファイルポインタと、
　前記記録されたコンテンツを前記記録部から他の記録媒体へ出力する出力部と、
　前記記録部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、コンテンツを前記記録部に記録し、所定の時間差をもって再生する場合
は、前記ファイル内を移動する前記ファイルポインタの位置により前記記録部からコンテ
ンツを読み出すか、又は前記記録部へコンテンツを書き込むかを選択し、
　前記記録部に記録されたコンテンツを他の記録媒体へ移動させる場合は、前記分割して
記録されたコンテンツの一分割分を前記出力部から出力し、当該出力されたコンテンツの
一分割分を前記記録部から削除し、当該出力と当該削除とを繰り返すことを特徴とする記
録装置。
【請求項７】
　記録されたコンテンツを他の記録媒体に移動させる記録装置において、
　コンテンツを移動元である前記記録装置と移動先である他の記録媒体との双方に存在す
ることを規格上許容される大きさに分割してファイルに分けて記録する記録部と、
　前記記録部に記録されたファイルに含まれるコンテンツを読み出す位置又は当該ファイ
ルにコンテンツを書き込む位置を示すファイルポインタと、
　前記記録されたコンテンツを他の記録媒体へ記録するレコーダと、
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　前記記録部及び前記レコーダを制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、コンテンツを前記記録部に記録し、所定の時間差をもって再生する場合
は、前記ファイル内を移動する前記ファイルポインタの位置により前記記録部からコンテ
ンツを読み出すか、又は前記記録部へコンテンツを書き込むかを選択し、
　前記記録部に記録されたコンテンツを他の記録媒体へ移動させる場合は、前記記録部に
分割して記録されたコンテンツの一分割分を前記レコーダを用いて他の記録媒体へ複製し
、当該複製されたコンテンツの一分割分を前記記録部から削除し、当該記録と当該削除と
を繰り返すことを特徴とする記録装置。
【請求項８】
　記録されたコンテンツを他の記録媒体に移動させる受信装置において、
　放送を受信するチューナと、
　前記チューナからの信号を復調する復調器と、
　前記復調器により復調された信号から任意のコンテンツを取り出すデマルチプレクサと
、
　前記デマルチプレクサにより取り出されたコンテンツを移動元である前記受信装置と移
動先である他の記録媒体との双方に存在することを規格上許容される大きさに分割してフ
ァイルに分けて記録する記録部と、
　前記記録部に記録されたファイルに含まれるコンテンツを読み出す位置又は当該ファイ
ルにコンテンツを書き込む位置を示すファイルポインタと、
　前記記録されたコンテンツを他の記録媒体へ出力する出力部と、
　前記記録部を制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、コンテンツを前記記録部に記録し、所定の時間差をもって再生する場合
は、前記ファイル内を移動する前記ファイルポインタの位置により前記記録部からコンテ
ンツを読み出すか、又は前記記録部へコンテンツを書き込むかを選択し、
　前記記録部に記録されたコンテンツを他の記録媒体へ移動させる場合は、前記分割して
記録されたコンテンツの一分割分を前記出力部から出力し、当該出力されたコンテンツの
一分割分を前記記録部から削除し、当該出力と当該削除とを繰り返すことを特徴とする受
信装置。
【請求項９】
　記録されたコンテンツを他の記録媒体に移動させる受信装置において、
　放送を受信するチューナと、
　前記チューナからの信号を復調する復調器と、
　前記復調器により復調された信号から任意のコンテンツを取り出すデマルチプレクサと
、
　前記デマルチプレクサにより取り出されたコンテンツを移動元である前記受信装置と移
動先である他の記録媒体との双方に存在することを規格上許容される大きさに分割してフ
ァイルに分けて記録する記録部と、
　前記記録部に記録されたファイルに含まれるコンテンツを読み出す位置又は当該ファイ
ルにコンテンツを書き込む位置を示すファイルポインタと、
　前記記録されたコンテンツを他の記録媒体へ記録するレコーダと、
　前記記録部及び前記レコーダを制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、コンテンツを前記記録部に記録し、所定の時間差をもって再生する場合
は、前記ファイル内を移動する前記ファイルポインタの位置により前記記録部からコンテ
ンツを読み出すか、又は前記記録部へコンテンツを書き込むかを選択し、
　前記記録部に記録されたコンテンツを他の記録媒体へ移動させる場合は、前記分割して
記録されたコンテンツの一分割分を前記レコーダを用いて他の記録媒体へ複製し、当該複
製されたコンテンツの一分割分を前記記録部から削除し、当該記録と当該削除とを繰り返
すことを特徴とする受信装置。
【請求項１０】
　請求項６若しくは請求項７に記載の記録装置又は請求項８若しくは請求項９に記載の受
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信装置において、
　前記分割してファイルに分けて記録されたコンテンツの一分割分の大きさが前記コンテ
ンツを再生したときに６０秒以内である大きさであることを特徴とする記録装置又は受信
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル方式やアナログ方式を含め、放送により送られるＡＶ（オーディオ
・ビデオ）コンテンツを取り扱うための装置及びその方法に関し、特に、放送番組を簡単
に内蔵したＨＤＤ等の情報記録媒体に録画可能な放送受信装置、及び、かかる装置におけ
る放送番組の記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、従来からのアナログ方式のテレビジョン放送に加え、放送衛星、通信衛星などに
よる放送、更には、地上波による放送おいても、デジタル方式のテレビジョン放送が普及
しつつあり、一般の家庭においても、各種の放送を受信するためシステムが普及してきて
いる。なお、かかるシステムにおいては、従来のアナログ放送だけの場合に比較して、多
数のチャネルを確保することが可能であることから、極めて多くの数の番組が放送されて
いる。また、同時に、かかる多数の放送番組を記録・再生するため、デジタルＶＴＲやデ
ィスクレコーダ等、各種のＡＶ装置が次々と製品化されてきている。
【０００３】
　ところで、例えば、デジタルＶＴＲ等の記録再生装置では、映像・音声信号などをデジ
タル方式で記録・再生を行なうため、本質的に、信号品質の劣化がなく、そのため、オリ
ジナルと同一のコピーが容易に作成することが可能であり、著作権上の問題を生じる可能
性が指摘されている。そして、近年においては、かかる問題点を解消するため、例えば、
不正なコピーを防止するための技術として、ＤＴＣＰ（Digital Transmission Contents 
Protection）方式が、１３９４バスで採用されている。このＤＴＣＰ方式では、映像・音
声ストリームにコピーに関する条件を記載したコピー制御情報が付加されており、これに
よって"copy free（コピー無制限）"、"copy never（コピー禁止）"、"copy one generat
ion（コピー１回可）"の３つの区分する。一方、デジタルＶＴＲ等の記録再生装置では、
これらの内、"copy free"又は"copy one generation"のストリームのみを受信して記録す
ることが出来、他方、"copy one generation"のストリームを記録した場合には、その記
録した信号のコピー制御情報を"no more copies（コピー不可）"に変更し、もって、それ
以上の他の記録装置による記録を禁止している。
【０００４】
　また、最近では、例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の大容量の情報記録媒
体を内蔵し、もって、多数のチャネルを受信すると共に、ＨＤＤを用いて映像・音声スト
リームデータを記録する、所謂、ＨＤＤレコーダと呼ばれるストリーム記録再生装置が実
現されてきている。しかしながら、このようなＨＤＤレコーダでも、装置内に固定された
ディスク容量にはやはり限りがあり、そのため、使用者は、ディスクの空き容量が少なく
なってきた場合には、そこに保存していた映像・音声ストリームデータであるコンテンツ
を、外部の装置、例えば、ＶＴＲや光ディスク装置等に転送して、磁気テープ若しくは光
ディスクなど、他の情報記録が可能な保存用媒体に蓄積することが行なわれる。
【０００５】
　このような状況に鑑み、上記のＤＴＣＰ方式では、一度記録媒体に記録した"no more c
opies"のコンテンツを、その他の記録媒体にコピーした後、元のコンテンツを削除あるい
は再生不可能にすることによりコンテンツの移動を可能とする、所謂、“ムーブ（移動：
ＭＯＶＥ）機能”を規定している。すなわち、このムーブ機能によれば、例えば、受信装
置に内蔵あるいはデジタル接続された１つの記録媒体に対してのみ実行することが出来、
かつ、このムーブ動作中にムーブ元とムーブ先の双方に同時に１分（６０秒）を越える長
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さのコンテンツが再生可能な状態で存在することを禁止している。なお、かかるムーブ機
能を実装するための技術としては、例えば、以下の特許文献１に記載されてものが既に知
られている。
【０００６】
　また、かかるムーブ機能を利用するものとして、コンテンツの移動（ムーブ）の途中で
装置の電源をオフして中断されてしまった場合にも対応可能にするための技術として、記
録媒体に記録されているファイルをそれよりも小さい所定の大きさのデータに区切って受
信側に送信すると同時に、その出力毎に前記記録媒体に記録されている出力されたデータ
を消去し、そして、その出力の途中で、送信側又は受信側がオフされた場合には、終了フ
ラグを付加して当該受信側に出力するものも、例えば、以下の特許文献２により既に知ら
れている。
【特許文献１】特開２００２－２４５７１８号公報
【特許文献２】特開２００２－３００５１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した従来技術では、必ずしも、上記ムーブ機能に関して規定された
規制を満足するものとは言えなかった。即ち、この従来技術、特に、上記特許文献２に記
載された再生装置及び再生方法によれば、装置が電源のオフ操作がなされたり、又は、ネ
ットワークインターフェースを介して入力される電源オフ要求を検出することを前提とし
、その再生ストリームの最後に終了フラグを付加するものである。そのため、例えば、上
記コンテンツの移動（ムーブ）の途中で、装置の電源が不意に抜かれてしまい、或いは、
ネットワークインターフェースが外れてしまうような事態にも確実に対応することが出来
るものではなかった。そして、かかる場合には、上記従来技術になる再生装置では、コン
テンツ全体が移動先に完全に移動していないにもかかわらず移動元のコンテンツを削除し
てしまったり、又は、ムーブ元とムーブ先の双方に同時に１分（６０秒）を越える長さの
コンテンツが再生可能な状態で存在するという違法な状態が生じてしまうという問題点が
あった。
【０００８】
　そこで、本発明では、上述した従来技術における問題点に鑑みて成されたものであり、
すなわち、装置の電源やネットワークインターフェースの不意の脱落にもかかわらず、上
記著作権保護のために規定された条件の下で、確実に、一旦記録媒体に記録されたコンテ
ンツを他の外部装置や記録媒体に移動（ムーブ）することの可能な記録方法及び受信装置
を提供することを目的とする。
【０００９】
　また、一般に、装置に内蔵した情報記録媒体を利用して放送内容を記録する機能を備え
た放送受信装置では、放送された映像・音声データを一旦記録しておき、その後、所望の
時間差をもって再生することにより、あたかも放送を時間シフトして受信して表示するこ
との可能な、所謂、タイムシフト機能（ボタン）を備えたものが多い。しかしながら、上
記の特許文献２にも示すように、放送内容であるコンテンツを、その移動（ムーブ）途中
で電源の中断に対応可能にするため、記録媒体に記録されているファイルをそれよりも小
さい所定の大きさのデータに区切った場合には、放送中のコンテンツの書き込みと表示す
るコンテンツの読出しを、同時に複数のファイル間で行なうことが必要となるという問題
があった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、例えば、特許請求の範囲に記載された技術的思想を用いれ
ばよい。
【発明の効果】
【００１５】
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　本発明によれば、電源やネットワークインターフェースの不意の脱落にもかかわらず、
著作権保護のために規定された下で、確実に、一旦記録媒体に記録されたコンテンツを他
の外部装置や記録媒体に移動（ムーブ）することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を用いて詳細に説明する。
　まず、添付の図２は、本発明の一実施の形態になる放送受信装置の構成の一例を示すブ
ロック図であり、この図において、符号１００は、デジタル及びアナログ放送を受信して
、その放送内容（映像・音声による番組、データ放送による番組、データ放送によるデー
タを含む）を、例えば、プラズマディスプレイパネルや液晶ディスプレイパネルなど、所
謂、フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）２００上に表示するＡＶ機器（放送受信装置
）を示している。
【００１７】
　図２において、符号１１０は、放送されたデジタル放送を受信するためのパラボラアン
テナを示しており、このアンテナ１１０からのＲＦ信号は、上記デジタル放送受信装置１
００においてデジタルチューナモジュール（又は、フロントエンド）１２０を構成するデ
ジタルチューナ１２１に供給されて復調される。このデジタルチューナ１２１の出力は、
やはりチューナモジュール１２０を構成する、例えば、ＱＰＳＫ復調回路１２２に供給さ
れ、これによりＱＰＳＫ復調が行なわれる。その後、このＱＰＳＫ復調回路１２２の出力
は、やはり上記チューナモジュール１２０を構成するエラー訂正回路１２３に供給され、
ここで、伝送中に生じたエラーが検出されて訂正が行なわれる。すなわち、このチューナ
モジュール１２０は、指定された周波数の信号を選局し、ＴＳ（トランスポートストリー
ム）を抽出する。
【００１８】
　デマルチプレクサ１２４は、上記デジタルチューナモジュール１２０のエラー訂正回路
１２３から出力される信号を入力し、データバッファメモリ（ＤＲＡＭ(Dynamic Random 
Access Memory)又はＳＲＡＭ(Static Random Access Memory)１２５に一旦記憶した後、
適宜これを読み出して解読し、この解読した映像・音声信号をＭＰＥＧデコーダ１２６に
供給する。すなわち、このデマルチプレクサ１２４におけるデマルチプレックス処理は、
送信側における多重装置（ＭＵＸ）において映像や音声などの複数のストリームが多重さ
れたトランスポートストリーム（ＴＳ）から、必要なストリームを取り出す処理であり、
様々なストリームのパケットの中から、必要とするストリームを取り出すための、所謂、
フィルタリングを行なう。すなわち、あるチャンネルに選局した場合、そのチャンネルの
ＰＭＴには、そのチャンネルのサービスを構成する映像や音声ストリームのＰＩＤ（パケ
ットＩＤ）が指定されており、そこで、受信器側では、そのＰＩＤのパケットをフィルタ
リングして、映像や音声のストリームを取り出すことで、番組を提示することが出来る。
【００１９】
　上記のデマルチプレクサ１２４には、更に、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を内蔵するＩ
Ｃカードにより構成されたＣＡＭ(Conditional Access Module)１３０を挿入して、そこ
に記憶されたキーを読み出すためのカードリーダインターフェース（Ｉ／Ｆ）１３１が接
続されている。即ち、このＩＣカード１３０には、暗号を解読するために必要なキーが、
解読プログラムと共に格納されており、例えば、有料放送などスクランブルを掛けて伝送
された信号を提示するため、所謂、デスクランブル処理を行なうためのものである。なお
、ここでは、カードリーダＩ／Ｆ１３１を介してＣＡＭ１３０からこのキーが読み出され
、デマルチプレクサ１２４に供給され、もって、デマルチプレクサ１２４はこのキーを利
用して、暗号化された信号を解読する。
【００２０】
　その後、上記のデマルチプレクサ１２４で取り出された映像や音声のストリームは、Ｍ
ＰＥＧデコーダ１２６に供給され、このＭＰＥＧデコーダ１２６では、入力されたデジタ
ル信号を内蔵したＤＲＡＭ等に適宜記憶させて、ＭＰＥＧ方式（特に、ＭＰＥＧ２）によ
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り圧縮されている映像・音声信号のデーコード（復号化）処理を行なう。
【００２１】
　また、この放送受信装置１００は、更に、アナログ放送を受信するためのアンテナ１１
１を備えており、更には、アナログ式のチューナモジュールを構成するアナログチューナ
１６１、アナログ復調回路１６２、ＮＴＳＣデコーダ１６３をも備えている。このアナロ
グ式チューナモジュールからは、アナログ放送された番組の映像・音声信号が出力される
。
【００２２】
　このように、上記放送受信装置１００内において、デジタル方式のチューナモジュール
１２０により受信された映像・音声信号、そして、上記アナログ式のチューナモジュール
で所定の形式に変換された映像・音声信号は、その後、スイッチＳＷ１を介してその一方
が選択され、フォーマットコンバータ１２７を介して所定のフォーマットに変換され、例
えば、プラズマディスプレイや液晶ディスプレイ等の所謂フラットパネルディスプレイ（
ＦＰＤ）２００へ出力されて表示される。または、これらの映像・音声信号は、図にも示
すように、例えば、ＣＲＴ、ＶＣＲ等のアナログ外部機器へ出力されており、これにより
これらの外部機器で記録することが可能となっている。なお、ここでは、上記ＭＰＥＧデ
コーダ１２６で所定の形式に変換された映像・音声信号は、更に、ＮＴＳＣエンコーダ１
２８やＤ／Ａ変換器１２９を介して、所謂、ＮＴＳＣフォーマットに変換されて出力され
る。
【００２３】
　また、上記図２において、上記放送受信装置１００内には、ＣＰＵ(Central Processor
 Unit)１３０が設けられており、このＣＰＵは、ＲＯＭ１３１内に記憶されているプログ
ラムに従って、各種の処理を実行する。例えば、上記デジタルチューナモジュール１２０
を構成するデジタルチューナ１２１、ＱＰＳＫ復調回路１２２、エラー訂正回路１２３、
上記アナログチューナモジュール等を制御する。また、赤外線制御信号を発生し又は受信
するＩＲ送受信部１３５を備えており、上記のＣＰＵ１３０は、このＩＲ送受信部介して
、他のＡＶ機器に所定の制御信号を出力し、又は、他のＡＶ機器からの制御信号を受信す
る。
【００２４】
　このＣＰＵ１３０に対しては、装置のフロント面に設けられたフロントパネル１３６の
各種の操作ボタンスイッチを操作することにより、各種の指令を直接入力することもでき
る。また、これとは別に、所謂、リモートコントローラ１４０が設けられており、このリ
モートコントローラの各種のボタンを操作することによっても各種の指令を入力すること
が出来、この入力信号は、上記リモートコントローラの先端部に設けられたＩＲ発信部か
ら赤外線として上記ＩＲ送受信部１３２へ出射される。この入力信号は、上記ＣＰＵ１３
０に対して入力され、もって、このリモートコントローラを操作することによっても、Ｃ
ＰＵに対して所定の指令を入力することが出来る。
【００２５】
　そして、上記図２では、更に、上記放送受信装置１００内に、番組のコンテンツ（映像
・音声情報）を記録するため、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１５０を内蔵している
。なお、このＨＤＤ１５０内に記録されるデータは、上記ＭＰＥＧデコーダ１２６で復号
化された映像・音声信号を、再び、ＭＰＥＧエンコーダ１５１においてデジタル信号とし
て圧縮し、その後、所定の記録処理を実行してデータの記録を行なうＨＤＤ処理回路１５
２を介して、上記ＨＤＤ１５０内に記録する。また、図に矢印で示すように、上記ＭＰＥ
Ｇデコーダ１２６で復号化された映像・音声信号がこのＨＤＤ処理回路１５２に直接入力
されると共に、また、一旦記録した情報を再生する場合には、上記ＨＤＤ１５０から読み
出された圧縮信号は、このＨＤＤ処理回路１５２を介して、再び、上記ＭＰＥＧデコーダ
１２６へ入力される。すなわち、映像・音声信号のデーコード（復号化）処理を行ない、
この復号化された映像・音声信号は、フォーマットコンバータ１２７を介して所定のフォ
ーマットに変換されてフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）２００へ出力され、再生さ
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れ、又は、ＶＣＲ、ＤＶＤレコーダ等の外部機器へ出力される。なお、この図において、
符号ＳＷ２は、上記アナログチューナモジュールから出力される映像・音声信号と、上記
デジタルチューナモジュール１２０を介して受信し、上記ＭＰＥＧデコーダ１２６で変換
された映像・音声信号とから、その一方を選択するためのスイッチを示している。
【００２６】
　また、図にも明らかなように、上記放送受信装置１００内には、更に、例えば、ＤＶＤ
レコーダ１７０のような、所謂、デジタル情報記録装置が内蔵されており、この上記ＨＤ
Ｄ１５０から読み出された圧縮信号は、このＨＤＤ処理回路１５２を介して、上記ＤＶＤ
レコーダ１７０に挿入されたＤＶＤディスク１７１に記録することが可能となっている。
また、ＨＤＤ処理回路１５２からは、外部のデジタル記録装置に対してＨＤＤ１５から読
み出された信号を出力するための端子が設けられている。
【００２７】
　次に、上記にその構成について詳細に説明した本発明になる放送受信装置１００におけ
る動作、特に、受信した放送信号の記録方法について、添付の図１を参照しながら、以下
にその詳細を説明する。なお、以下の説明では、上記アナログチューナモジュールから出
力される映像・音声信号、或いは、上記デジタルチューナモジュール１２０を介して受信
し、上記ＭＰＥＧデコーダ１２６で変換された映像・音声信号を、番組の記録部を形成す
る上記ＭＰＥＧエンコーダ１５１で圧縮し、ＨＤＤ処理回路１５２を介して上記ＨＤＤ１
５０に記録する動作について示す。
【００２８】
　なお、上記放送番組の記録は、例えば、添付の図４において、リモートコントローラ１
４０の「録画」ボタン１４１が押された場合、予め予約した録画開始になった場合、更に
は、番組の視聴中に、何かの用事で席を立つ場合など、放送中の番組を一時保存しておき
、その後、席に戻った時に記録しておいて番組を再生し、もって、決定的なシーンを見逃
さないための、所謂、タイムシフト録画（機能）を行なった場合などに行なわれる。なお
、このタイムシフト録画（機能）を行なう場合には、上記図４に示すリモートコントロー
ラ１４０の「タイムシフト」ボタン１４２を押し、その後、席に戻って視聴を再開する場
合には、「一時停止」ボタン１４３又は「再生」ボタン１４４を押すことにより再生が開
始される。
【００２９】
　次に、上記放送番組の記録動作の詳細について、添付の図３に示すフローチャートを参
照しながら、以下に説明する。
　まず、上記のように、「録画」ボタン１４１の押下、予約録画開始時刻の到来、又は「
タイムシフト」ボタン１４２押下などにより、番組の録画を開始する（ステップＳ１１）
。次に、録画する番組の内容が、その後のコピーが禁止されたものであるか否かを判定す
る（ステップＳ１２）。なお、上述したように、例えば、ＤＴＣＰ方式では、"copy one 
generation（コピー１回可）"の場合が該当し、その場合には、記録した信号のコピー制
御情報を"no more copies（コピー不可）"に変更し、もって、それ以上の他の記録装置に
よる記録を禁止する。
【００３０】
　その後、上記のステップＳ１２における判定の結果、その後のコピーが禁じられている
（「Ｙｅｓ」）と判定された場合には、以下に詳細に説明する分割記録を開始する（ステ
ップＳ１３）。他方、その後のコピーが禁じられていない（「Ｎｏ」）と判定された場合
には、通常の記録動作を開始する（ステップＳ１４）。
【００３１】
　次に、上記した本発明の放送受信装置によって実行される分割記録について、添付の図
面１を参照しながら説明する。なお、ここでは、その概念を説明するため、図の情報には
記録される放送番組のコンテンツである映像・音声信号であるデータのストリームを示し
ており、一方の、図の下方には、このデータが記録される、上記ＨＤＤ１５０内のファイ
ルを示している。
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【００３２】
　すなわち、本発明では、図にも明らかなように、この分割記録動作が開始すると、例え
ば、記録する「番組Ａ」を、例えば、「番組Ａ」のファイルの中に、所定の情報量以内で
、複数のファイル（Ａ１～Ａｎ～）に分割して記録する。そして、この複数のファイルの
各ファイル大きさは、当該各ファイル内に記録されたデータを等倍で再生した場合の時間
（ΔＴ）が、１分（６０秒）以内になるように設定する。なお、本実施の形態では、各フ
ァイル内に記録されたデータ量が、確実に６０秒以内になるため、記録時にける実際のデ
ータ量の変動幅（マージン）を考慮して、具体的には、このΔＴが４５秒以内に収まるよ
うに設定されている。すなわち、これによれば、図にも示すように、その後のコピーが禁
じられている番組のビットストリームに対するムーブ（Ｍｏｖｅ）記録では、上記所定の
大きさを有する複数のファイルＡ１～Ａｎ～に分割されて上記ＨＤＤ１５０内に記録され
ることとなる。
【００３３】
　ここで、上記のように、記録されたデータを等倍で再生した場合の時間（ΔＴ）が、１
分（６０秒）～４５秒になるようにその大きさが設定される各ファイルにおける記録デー
タ量について、より具体的に説明する。なお、実際には、設定される時間（ΔＴ）と共に
、記録の際に設定される記録モードに応じても、各ファイルに記録可能なデータ量が異な
る。この記録モードとしては、一般的に、アナログ放送の記録の場合には、ＸＰ、ＳＰ、
ＬＰ、ＥＰが規定されており、更に、デジタル放送の場合には、上記に加えて、ＴＳ（Ｓ
Ｄ：スタンダード）とＴＳ（ＨＤ：高画質）モードが規定されている。そこで、これらの
各記録モードと、その場合に各ファイルに記録可能なデータ量との関係を以下の表１に示
す。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　すなわち、この表１からも明らかなように、記録モードにもよるが、上記再生時間（Δ
Ｔ）を４５秒以内になるように映像・音声データを記録する場合には、最小で７２Ｍｂ、
最大で１０８０Ｍｂのデータ量で、各ファイルを管理すればよいことが分かる。また、同
様に、上記再生時間（ΔＴ）を１分（６０秒）以内になるように映像・音声データを記録
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する場合には、最小で９６Ｍｂ、最大で１４４０Ｍｂのデータ量で、各ファイル管理すれ
ばよいことが分かる。すなわち、各ファイルに記録するデータ量を、７２Ｍｂ～１４４０
Ｍｂの範囲内で管理すればよいことが分かる。
【００３６】
　次に、上記にその詳細を説明した分割記録動作によって複数の単位（ファイル）に分離
されたＨＤＤ１５０内に記録された映像・音声データを、その後、上記図２に示したＤＶ
Ｄレコーダ１７０によりＤＶＤディスク１７１へ、又は、その出力端子を介して、その他
の外部記録機器へ出力して記録する、所謂、ムーブ（Ｍｏｖｅ）記録について、添付の図
５を利用して説明する。
【００３７】
　すなわち、図５（Ａ）に示すように、記録したＡ番組をＤＶＤディスク１７１へ、又は
、外部記録機器へ移動（Ｍｏｖｅ）する場合、上記で説明したように、ＨＤＤ１５０内に
記録された「Ａ番組」のファイル内には、複数のファイル（Ａ１～Ａｎ～）が格納されて
いることから、ファイル「Ａ番組」の全体を一括して移動すればよいことが分かる。その
結果、図５（Ｂ）に示すように、ファイル「Ａ番組」の移動により、その内部に格納され
ている複数のファイル（Ａ１～Ａｎ～）が、各々、順次、移動先（ＤＶＤディスク又は外
部記録機器）へ移動されることとなる。なお、この移動動作によれば、各ファイルが移動
先に記録されると同時に、その移動元のファイルは削除されることは、上述した通りであ
る。
【００３８】
　そして、上記にも説明したように、ファイル「Ａ番組」の移動を、その内部に格納され
ている複数のファイル（Ａ１～Ａｎ～）を単位として、順次、移動することによれば、番
組の映像・音声データであるコンテンツの移動（ムーブ）の途中で、装置の電源が不意に
抜かれてしまい、或いは、ネットワークインターフェースが外れてしまうような事態にお
いても、最悪でも、１個のファイルが失われる程度であり、即ち、せいぜい、１分以下（
６０秒～４５秒）のコンテンツが失われる程度で済むこととなる。または、例え、その１
個のファイルのコンテンツが移動の途中で、一時的に、移動元と移動先の両方に存在する
事態が生じてしまった場合にも、ムーブ元とムーブ先の双方に同時に１分（６０秒）を越
える長さのコンテンツが再生可能な状態で存在するという違法な状態を生じてしまうこと
から解消されることとなる。すなわち、上記の本発明になる分割記録方法によれば、著作
権保護のために規定された上記移動（ムーブ）条件を確実に遵守しながら、一旦記録媒体
に記録されたコンテンツを他の外部装置や記録媒体にすることが可能となる。
【００３９】
　次に、上記のようにして、所定の単位の大きさとなるように管理された複数のファイル
に分割されて記録された映像・音声データを利用して、上述したタイムシフト録画（機能
）を行なう場合の動作について、以下、添付の図６を利用して説明する。
【００４０】
　すなわち、図６（Ａ）にも示すように、上記放送番組の録媒体であるＨＤＤ１５０内に
おいて、放送番組を記録すると同時に一旦記録した放送番組を読み出すライトポインタ（
ＷＰ）とリードポインタ（ＲＰ）は、例えば、タイムシフト（データの書込みと読出しの
時間的なずれ）の長さが１分以上である場合には、互いに、同じファイルにアクセスする
ことはないため（図の例では、ＷＰはファイルＡ３に書込み動作を行い、他方、ＲＰは、
上記Ａ３とは異なる、以前に記録したファイルＡ１から読出しを行なっている）、問題な
くタイムシフト録画（機能）を行なうことが可能である。
【００４１】
　しかしながら、このタイムシフトが１分以内（又は、４５秒以内）となった場合には、
上記データの書込みと読出しを行なうライトポインタ（ＷＰ）とリードポインタ（ＲＰ）
は、同じファイル内でアクセスを行なうことなり、その場合、これらＷＰとＲＰとの間の
管理を行なう必要が生じてしまい、そのため、その制御が複雑になり、面倒となってしま
う。即ち、かかる場合には、ライトポインタ（ＷＰ）とリードポインタ（ＲＰ）とがそれ
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ぞれ別のファイルを指している場合と、同一ファイルを指している場合とでは、それぞれ
、異なる制御が必要であり、その場合、これを連続的に切り換えながら制御することは困
難である。
【００４２】
　そこで、本発明では、これらを１つのファイルポインタｆＰで動作させることにより、
別ファイルを指している場合でも、同一ファイルを指している場合でも、これらの状態を
意識することなく、連続的に制御が可能となるようにしたものである。より詳細には、こ
れらを一体として、即ち、１つのファイルポインタｆＰとして同一ファイル内で移動しな
がら、その位置により、リード（読出し）を行なうか、又は、ライト（書込み）を行なう
かを選択するようにしている。なお、かかるファイルポインタｆＰを利用することによれ
ば、特に、タイムシフトが１分以内（又は、４５秒以内）となるような場合には、あるい
は、一つのファイル内でライトポインタ（ＷＰ）とリードポインタ（ＲＰ）の両者を操作
する場合等において有利である。
【００４３】
　このように、１つのポイントｆＰによって同一ファイル内を移動しながら、その位置に
より、リード（読出し）を行なうか、又は、ライト（書込み）を行なうかを選択するよう
にすることによれば、タイムシフト録画（機能）を実行する場合において、特に、そのタ
イムシフトの長さが１分以内（又は、４５秒以内）となり、同一ファイル内でのリード（
読出し）とライト（書込み）を行なう必要がある場合においても、上記したような２つの
ポイント間での管理を行なうことなく、簡単に、タイムシフト録画（機能）を実現するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施の形態になる放送受信装置において実行される放送信号の記録方法
である分割記録を説明するための図である。
【図２】上記本発明になる放送受信装置の内部の詳細構成を示すブロック図である。
【図３】上記放送受信装置における放送信号の記録方法説明するフロー図である。
【図４】上記放送受信装置において録画動作に使用されるリモートコントローラの具体的
構成を示す正面図である。
【図５】上記放送受信装置におけるムーブ動作を説明するための図である。
【図６】上記放送受信装置において、タイムシフト機能を実現するための動作を説明する
図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１００　デジタル放送受信装置
　１１０　パラボラアンテナ
　１２０　チューナモジュール
　１２４　デマルチプレクサ
　１２６　ＭＰＥＧデコーダ
　１３０　ＣＰＵ(Central Processor Unit)
　１３５　ＩＲ送受信部
　１４０　リモートコントローラ
　１５０　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　１５１　ＭＰＥＧエンコーダ
　１５２　ＨＤＤ処理回路
　１６１　アナログチューナ１６２
　１６２　復調回路
　１６３　ＮＴＳＣデコーダ
　２００　フラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）
　ＷＰ　ライトポインタ
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　ＲＰ　リードポインタ
　ｆＰ　ファイルポインタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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